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衆
議
院
議
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木
村
太
郎
君
提
出
消
防
育
英
事
業
の
危
機
に
関
す
る
質
問
に
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す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
消
防
育
英
事
業
」
は
、
財
団
法
人
消
防
育
英
会
が
、
各
種
団
体
か
ら
の
助
成
金
及
び
篤
志
家
等
か
ら
の
寄
附

金
等
か
ら
な
る
基
本
財
産
の
運
用
収
入
、財
団
法
人
Ｊ
Ｋ
Ａ
か
ら
の
補
助
金
等
を
原
資
と
し
て
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
公
務
中
に
死
亡
し
た
消
防
職
員
及
び
消
防
団
員
が
多
数
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
子
弟
で
あ
る
奨
学
金

の
給
付
対
象
者
及
び
年
間
給
付
額
が
増
加
す
る
見
込
み
で
あ
り
、
財
団
法
人
消
防
育
英
会
に
お
い
て
、
「
東
日
本
大
震
災
消

防
殉
職
者
遺
児
育
英
奨
学
基
金
」
を
設
立
し
、
寄
附
金
の
募
集
に
よ
り
必
要
な
財
源
の
確
保
に
努
め
て
い
る
と
承
知
し
て
い

る
。公

務
中
に
死
亡
し
た
消
防
職
員
の
遺
族
に
対
し
て
は
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号

）
に
基
づ
く
地
方
公
務
員
災
害
補
償
制
度
（
以
下
「
地
方
公
務
員
災
害
補
償
制
度
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
ま
た
、
公
務
中

に
死
亡
し
た
消
防
団
員
の
遺
族
に
対
し
て
は
、
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
公
務
災

害
補
償
制
度
（
以
下
「
消
防
団
員
公
務
災
害
補
償
制
度
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
遺
族
の
人
数
等
の
状
況
に
応
じ
た
遺
族
補

償
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
一
身
の
危
険
を
顧
み
る
こ
と
な
く
職
務
を
遂
行
し
、
死
亡
し
た
消
防
職
員
及
び
消

一



防
団
員
で
そ
の
功
労
に
よ
り
表
彰
を
受
け
た
も
の
に
対
し
て
、
当
該
功
労
の
程
度
に
応
じ
、
消
防
表
彰
規
程
（
昭
和
三
十
七

年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）
に
基
づ
く
賞
じ
ゅ
つ
金
（
以
下
単
に
「
賞
じ
ゅ
つ
金
」
と
い
う
。
）
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

政
府
と
し
て
は
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
消
防
職
員
及
び
消
防
団
員
の
遺
児
を
含
む
遺
族
に
対
し
、
殉
職
者
特
別
賞
じ

ゅ
つ
金
と
し
て
殉
職
時
の
賞
じ
ゅ
つ
金
の
最
高
額
で
あ
る
殉
職
者
一
人
当
た
り
三
千
万
円
を
支
給
す
る
な
ど
、
最
大
限
の
支

援
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
制
度
や
消
防
団
員
公
務
災
害
補
償
制
度
を
適
切
に

運
用
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
継
続
的
な
支
援
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。
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